
第
二
百
十
一
回

国

会

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日（
水
曜
日
）

午
後
一
時
三
十
分
開
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

委
員
の
異
動

六
月
二
十
日

辞
任

補
欠
選
任

古
庄

玄
知
君

岡
田

直
樹
君

田
中

昌
史
君

野
上
浩
太
郎
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

委
員
長

酒
井

庸
行
君

理

事

浅
尾
慶
一
郎
君

大
家

敏
志
君

西
田

昌
司
君

横
沢

高
徳
君

上
田

勇
君

委

員

佐
藤

信
秋
君

白
坂

亜
紀
君

野
上
浩
太
郎
君

馬
場

成
志
君

藤
川

政
人
君

古
川

俊
治
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

周
司
君

勝
部

賢
志
君

柴

愼
一
君

秋
野

公
造
君

横
山

信
一
君

浅
田

均
君

梅
村

聡
君

大
塚

耕
平
君

小
池

晃
君

神
谷

宗
幣
君

堂
込
麻
紀
子
君

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

小
松

康
志
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
西
武
信
用
金
庫
の
不
適
切
な
行
為
を
明
ら
か
と
し
被
害

者
救
済
を
進
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
一
号
）

○
消
費
税
大
増
税
を
や
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
五

一
号
外
一
件
）

○
消
費
税
を
五
％
に
引
き
下
げ
、
税
の
集
め
方
を
抜
本
的

に
見
直
す
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
一
三
一
号
外
二
一

件
）

○
所
得
税
法
第
五
十
六
条
の
廃
止
を
求
め
る
こ
と
に
関
す

る
請
願（
第
二
四
二
号
外
五
三
件
）

○
消
費
税
率
を
五
％
に
引
き
下
げ
、
複
数
税
率
・
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
の
即
時
廃
止
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願

（
第
二
八
二
号
外
四
四
件
）

○
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
実
施
中
止
を
求
め
る
こ
と

に
関
す
る
請
願（
第
三
三
二
号
外
四
二
件
）

○
納
税
者
の
権
利
擁
護
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願

（
第
四
八
〇
号
外
三
七
件
）

○
消
費
税
率
五
％
へ
の
引
下
げ
に
関
す
る
請
願（
第
五
三

七
号
外
二
四
件
）

○
生
理
用
品
の
課
税
撤
廃
に
関
す
る
請
願（
第
七
八
四
号
）

○
消
費
税
率
の
引
下
げ
と
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
中
止
に

関
す
る
請
願（
第
九
三
一
号
外
二
二
件
）

○
平
和
、
命
、
暮
ら
し
を
壊
す
大
軍
拡
に
よ
る
大
増
税
に

反
対
す
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
九
九
六
号
外
三
九

件
）

○
生
理
用
品
の
消
費
税
を
非
課
税
と
す
る
こ
と
に
関
す
る

請
願（
第
一
四
五
四
号
外
一
三
件
）

○
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
の
延
期
又
は
中
止
に
関
す
る

請
願（
第
一
九
四
八
号
外
三
九
件
）

○
継
続
審
査
要
求
に
関
す
る
件

○
継
続
調
査
要
求
に
関
す
る
件

○
委
員
派
遣
に
関
す
る
件

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
た
だ
い
ま
か
ら
財
政
金
融
委

員
会
を
開
会
を
い
た
し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

昨
日
ま
で
に
、
田
中
昌
史
君
及
び
古
庄
玄
知
君
が
委
員

を
辞
任
さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
野
上
浩
太
郎
君
及
び
岡

田
直
樹
君
が
選
任
を
さ
れ
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
こ
れ
よ
り
請
願
の
審
査
を
行

い
ま
す
。

第
二
一
号
西
武
信
用
金
庫
の
不
適
切
な
行
為
を
明
ら
か

と
し
被
害
者
救
済
を
進
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願
外
三
百

四
十
七
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
て
お
り
ま
す
請
願
は
、
お
手
元

に
配
付
の
付
託
請
願
一
覧
表
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
請
願
に
つ
き
ま
し
て
は
、
理
事
会
に
お
い
て

協
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
保
留
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。以

上
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ

ん
か
。〔「

異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
さ
よ
う
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
継
続
審
査
要
求
に
関
す
る
件

に
つ
い
て
お
諮
り
を
い
た
し
ま
す
。

金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び

情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め

の
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
閉
会
中
も
な
お
審
査

を
継
続
す
る
こ
と
と
し
、
両
案
の
継
続
審
査
要
求
書
を
議

長
に
提
出
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い

ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
を
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
要
求
書
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て
は
委
員
長
に
御

一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
を
い
た
し
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
継
続
調
査
要
求
に
関
す
る
件

に
つ
い
て
お
諮
り
を
い
た
し
ま
す
。

財
政
及
び
金
融
等
に
関
す
る
調
査
に
つ
き
ま
し
て
は
、

閉
会
中
も
な
お
調
査
を
継
続
す
る
こ
と
と
し
、
本
件
の
継

続
調
査
要
求
書
を
議
長
に
提
出
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す

が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
を
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
要
求
書
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て
は
委
員
長
に
御

一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
を
い
た
し
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
委
員
派
遣
に
関
す
る
件
に
つ

い
て
お
諮
り
を
い
た
し
ま
す
。

閉
会
中
の
委
員
派
遣
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
取
扱
い

を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
取
り
計
ら
い
ま
す
。

本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

（
第

五

部
）

一

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】

（
三
〇
四
）



午
後
一
時
三
十
二
分
散
会

─
─
─
─
・
─
─
─
─

六
月
二
十
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す

る
た
め
の
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

二

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



三

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



四

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



五

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



六

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



七

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



八

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



九

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



一
〇

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



一
一

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



一
二

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



一
三

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



一
四

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



一
五

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



一
六

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



一
七

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



一
八

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



一
九

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



二
〇

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



二
一

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



二
二

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



二
三

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



二
四

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



二
五

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



二
六

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



二
七

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



二
八

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



二
九

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



三
〇

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



三
一

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



三
二

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



三
三

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



三
四

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
号

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
【
参
議
院
】



三
五

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
八
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